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認証基準  

阿智☆昼神 クリーン＆セーフ認証  基準 シート  
阿智☆昼神新型コロナウィルス感染症対策委員会 

  
☆事業所の感染症対策について実施している事項にチェックしてください。 

すべての取り組みにチェックがついてから、この基準シート（３枚）を事務局（阿智☆昼神観光局）へ

提出してください（項目に該当しない施設の場合は、チェックなしで可）。 
 

 ☆このチェックシートの取り組みは、あくまでも国内および飯田下伊那圏域の感染状況により、飲食や

宿泊などに関する長野県および阿智村からの自粛要請が出ていないこと（感染症対策を行いなが

ら地域経済を動かしていくフェーズ）が前提です。 
 

 ☆このチェックシートは、2020 年 9 月 30 日時点の政府方針や、厚生労働省・長野県が提示する感

染症対策、関係業界のガイドラインを参考に作成したものであり、今後の状況に応じて変更になる

場合があります（その場合は速やかにお知らせいたします）。 
 

1. 前提条件（全施設対象）                                              
 
☐ 代表者が「新型コロナウィルス感染症対策取組推進宣言」を行った（誓約書を提出）。 
 

□ 代表者が「対策責任者」を任命し届出を事務局に提出した。 
 

□ 監督官庁･行政からの要請（特措法に基づく営業自粛要請･時短営業要請など）に従う。 
 

□ 対策責任者が「キックオフ・セミナー」を受講した。 
 

2. 衛生管理の体制、従業員の感染症予防（全施設対象） 
 

□ 業種別に定められた「新型コロナウィルス感染症対策ガイドライン」を順守し、感染症の疑い事例や

発生事例が生じた際には、ガイドラインに則して対応する体制ができている。 
 

□ 対策責任者は、施設の対策実施状況をチェック・記録している。 
 

□ 対策責任者は、感染症対策について、従業員に周知・徹底をはかっている。 
 

□ お客様に、「発熱やだるさ」などの症状がある場合には、ご宿泊･ご来訪をお断りさせていただく旨を、

事前にお客様へ案内・周知している。 
 

□ 発熱(37.5℃以上)や、軽度であっても風邪症状（せき･のどの痛みなど）、嘔吐・下痢等の症状が

あるお客様が来訪された場合は、入館をしないよう要請する。そのうえで、お客様配慮として、希

望や必要に応じてお客様へ医療機関を教え電話連絡をしてもらい、医療機関の指示のもと、お客

様に行動していただく。 
 

□ 感染した、もしくは感染疑いのある従業員、濃厚接触者として判断された従業員の就業は禁止し

自宅待機とする。該当従業員について、保健所や医療機関の指示のもと、健康観察期間を設け

ることができる体制づくりをしている。 
 

□ 従業員は必要に応じたマスク着用を遵守している。 
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□ 従業員は、定期的に、かつ就業開始時や、他者との接触が多い場所・物品を触れた後に、またト

イレ使用後に、石けん（※ポンプタイプ/液体･泡状など）による手洗いや手指消毒（※アルコール

60～80％）を実施する。 
 

□ 休憩スペースでは、十分な換気、ソーシャルディスタンスの確保、定期的な消毒を行っている。 
 

□ 休憩スペースでは、一度に休憩する人数を減らし、対面や近距離での食事や会話を避けている。 
 

3. 基本的な衛生管理、清掃・消毒・換気の方法（全施設対象） 
 

□ 三密（密集、密接、密閉）が生じない対応を行っている。 
 

□ 施設内を毎日清掃･消毒し、定期的に換気している。 
 

□ 人がよく触る場所（ドアノブ､手すり､スイッチ､テーブル､エレベーター･自販機ボタン､ルームキーなど）

について、特に重点的に清掃と消毒を実施している。（最低でも始業前、始業後の２回以上）。  
 

□ 拭き掃除には、アルコールが 0.05%次亜塩素酸ナトリウム(例：ハイターを 100倍希釈)もしくはアル

コール消毒液（※）などの新型コロナウィルスに対して有効な消毒液を用いている。 
 

□ トイレは清掃・消毒を 1日に複数回実施している。  

    トイレの清掃には、0.1％次亜塩素酸ナトリウム液（例：ハイターを 50 倍希釈）もしくはアルコール消

毒液（※）などの新型コロナウィルスに対して有効な消毒液を用いている。 
 

□ 施設内の換気については、30分に 1回、5分程度、2方向の窓を全開（窓が 1つしかない場合は、

ドアを開ける）するなどして十分な換気を行う。 
 

4. フロント・ロビー・等共用部分の衛生管理 (全施設対象) 
 
□ お客様に、石けん（※）による手洗いの実施やマスクの着用を促す掲示や案内を行っている。 

 

□ フロントや会計などの対面シーンでは、従業員とお客様の両者がマスクを着用するか、ビニールシ

ート等を設置している。 
 

□ 手指消毒用のアルコール消毒液（※）を設置している（お客様用）（従業員用）。 
 

□ 手洗い場に、石けん（※ポンプタイプ/液体･泡状など）を設置している。 
 

□ ゴミを処理する時にはマスクと手袋を着用し、処理した後は石けん(※)で手を洗っている。 
  

5. 飲食を伴う場合の衛生管理 （飲食店・飲食の提供を行う施設のみ対象） 
 

□ 調理設備と食事の提供場所（卓上の備品・調味料ケース含む）は十分に清掃・消毒をしている。 
 

□ 調理及び配膳・接客スタッフはマスクを着用し、石けん(※)での手洗いを適宜行っている。 
 

□ グループとグループのテーブルの間隔をできるだけ 2m以上（最低でも 1m）取るようにしている。 
 

□ お客様に、自席で食事中以外のマスクの着用を促している。 
 

□ お客様が頻繁に手指消毒できるようにアルコ―ル（※）をコーナーごとに設置している。 
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□ お客様に、大声や近距離での会話、お酌や回し飲みを避けるように注意喚起を行う。 
 

□ 対面が生じるカウンター席またはそれに準じる環境の場合、正面にビニールシート等を設置する。 
 

□ ビュッフェ形式の場合は、飛沫感染防止のためにお客様にマスク着用を義務付ける。また、トング 

による感染防止のため社員が取り分けるか、お客様に使い捨て手袋もしくは個人専用トングや箸な

どを用意し共用を避けるなど料理の提供方法を工夫している。なお、手袋の着用（もしくはトングや

箸の使用）は必ずマスク着用後に行う。 
 

6. お客様を送迎する場合（主催バスを含む）の衛生管理（該当施設のみ対象） 
 

□ お客様の送迎を行う場合、お客様にもマスク着用を義務付け（着用していない場合はマスクを渡

すなどで対応する）、窓を一部空けて換気し、密集しないよう（できれば１ｍ間隔）にするなどの対

策をとる。また、お客様の乗車の際にはアルコール（※）で手指消毒をお願いする。 
 

□ 接触感染予防として、ドアノブや座席の消毒を定期的に行う。また運転手（スタッフ）は乗車前に、 

あるいは手袋装着前に、アルコール（※）で手指消毒を行う。 
 

7. 施設独自の取組がある場合は具体的にご記入ください（全施設対象） 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

提 出 日     年      月    日 
 

事業所名                     
 

代表者名                  印  
(自筆の場合は押印不要) 
 

 

連絡先を記載してください。認定証や、研修会のお知らせ等をお送りします。 

郵便番号 〒      － 電話       －     － 

住所 阿智村 FAX       －     － 

担当者名  メール  
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<様式 1> 
 

阿智村への旅を安全・安心にお楽しみいただくための 

新型コロナウイルス感染症対策取組推進宣言 
 

 

新型コロナウイルス感染拡大を防止し、お客様に安心して信州の観光を楽しんでいただくために以下

の取組を積極的に推進することを宣言します。 

 

 

１  三密の回避、施設・車両内の換気・消毒の実施など、業種別のガイドライン等に基づき、創意工夫

して的確な感染防止対策の徹底を図ります。 

 

２  従業員は、定期的な検温など体調管理に努め、手指消毒の徹底、必要に応じたマスクの着用など

適切な感染防止対策に努めます。 

 

３  体温が高い、体調が悪いなどのお客様には、保健所や医療機関に相談していただくようご案内しま

す。 

 

４  お客様に、「新しい旅のエチケット」や「信州版新たな旅のすゝめ」などをご案内し、 

感染症防止対策への協力をお願いしてまいります。 

 

５  お客様に、実施している感染防止対策をホームページや施設等に掲示してご案内し 

ます。 

 

６  感染者や症状のある方、医療機関や福祉施設等で業務に従事されている方々、交 

通機関や物流など生活の維持に必要な業務に従事されている方々に対し、人権侵害が起きない

よう配慮します。また感染拡大している地域に居住する方々や、当該地域と行き来される方々に

対し、不当な差別的言動や誹謗中傷を行わないように 

   します。 

 

７  以上 1項から 6項も含め、「阿智☆昼神新型コロナウィルス感染症対策委員会」が定める制度に

則して、感染症防止対策を積極的に推進します。 

 

 
 

施設名                       
 
 

代表者名                   印 
                                  （自筆の場合は 押印不要） 

 



5 

2020.10.21.ver.1 

<様式 2> 

 

 

阿智☆昼神新型コロナウィルス感染症対策委員会行き 

 

 

感染症対策責任者 任命届 
 

新型コロナウイルス感染拡大を防止し、お客様に安心して阿智村の観光を楽しんでいただくために、

対策責任者を任命し、感染症対策の徹底をはかります。 

 

 

施設名                       
 
 

代表者名                   印 
（自筆の場合は押印不要） 

 

 

 

 

 
【施設対策責任者】 

※対策責任者は、経営者に進言できる立場の従業員から選任ください 
 

氏名  電話 
 

役職  FAX  

メール 
アドレス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


